
中国における指定加熱処理施設（登録番号第4100/03006号）で加熱処理

される偶蹄類の動物の肉等及び家きん肉等の輸入停止措置の解除について

平成２４年３月１９日

中国の偶蹄類の動物の肉等及び家きん肉等の指定加熱処理施設（登録番号第4100/

03006号）については、家畜衛生条件を充足しない製品（加熱処理不十分）の輸出

が確認されたことから、当該施設から日本向けに輸出される加熱処理肉等について

は、輸入停止措置を講じているところです。

今般、当該施設における再発防止措置が講じられたことを確認したことから、本

日以降、当該施設で加熱処理される加熱処理肉等について輸入停止措置を解除する

こととなりました。
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